
補助
対象経費

人件費、旅費、消耗品
費、報償費、委託費、
通信運搬費、貸借料、
広告宣伝費

補助率１／２以内

補助上限額５００万円

補助率、
補助上限額

交付決定
～

令和７年３月１４日

対象期間

募集期間｜令和６年５月２１日(火)～令和６年６月２１日(金)

右記のQRコード、もしくは以下のURLから
お申込みください。

https://logoform.jp/form/8vMX/528106
応募はコチラ

※ 応募は電子申請のみです。

令和６年度
空の移動革命実現に向けた
社会実装可能性調査補助金

三重で空飛ぶクルマの運航をめざしませんか？
県内に事業所を有する事業者等と連携し、空飛ぶクルマを活用した旅客・遊覧等

サービスの事業検討を進めるために必要な調査・検証に係る費用を補助します
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〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県庁本庁舎８Ｆ
三重県雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班
担当｜鈴木、三野

TEL｜059-224-2227 mail｜sougyo@pref.mie.lg.jp☎ ✉

お問合せ先

三重県

２ ３

志摩市阿児町
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■補助事業の主体となる申請者
三重県において空飛ぶクルマを活用した事業展開をめざしている法人であり、
以下（１）～（３）の要件をすべて満たしている必要があります。

（１） 県内事業者等※と共同で申請を行うこと。
（２） 暴力団等の反社会的勢力又は反社勢力との関係を有する者ではないこと。
（３） 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。

※県内事業者等
申請者が実施する補助事業に対し、調査フィールドの提供や助言等を行う、三重県内に

拠点（本社又は事業所）を有し、三重県で事業を実施している法人等。
共同で申請を行う県内事業者等においても、上記（２）・（３）について要件を満たしていな

い場合、補助対象外となります。

補助対象者

三重県内での空飛ぶクルマを活用したビジネス展開を見据えたうえで、以下の事業例に該
当もしくは類する、商用運航のために必要な調査であること。

＜事業例＞
(ア)飛行ルートの運航計画、就航率、料金設定、事業採算性の調査・検証
(イ)バーティポート候補地における、風況、旅客動線、施設計画、適地選定等に関する
調査・検証

(ウ)整備用やパイロット養成、格納庫、代替空港としての離着陸場要件・候補地調査・検証
(エ)周辺への影響（飛行ルート上または離着陸場周辺の騒音、振動、電波障害等）の
調査・検証

(オ)安全運航につながる管制・運航管理システムを活用した調査・検討

補助対象事業

※その他、詳細は募集要項及び補助金交付要領を確認すること

５月 ６月 ７月


